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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、株主をはじめ従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等の立場を踏まえたうえで、株主から経営を付託された者としての受託者責任や
様々なステークホルダーに対する責務を負っていることを認識しつつ、下記の「経営理念」のもと、透明、公正かつ迅速果断な意思決定を行うため
の仕組みの整備と健全な企業家精神発揮の促進を通じて、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることにより、当社のコーポ
レートガバナンスを充実させております。

「経営理念」

他社を差異化する製品および技術・サービスを開発提供し、企業価値を高め、豊かな社会の創造に貢献する。

また、当社は、当社事業に精通した業務執行取締役を中心とした取締役会が、重要な業務執行の決定および各取締役による職務執行の監督を
行うとともに、法的に強い監査権を有する監査役が、公正不偏の態度および独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機能の充
実を図る体制が、当社の経営の効率性と公正性の確保に資すると判断し、監査役会設置会社を採用しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則1-2-4　株主総会における権利行使】

現在、当社の株主構成における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、 議決権の電子行使を可能とするための環境作り（議決権電子

行使プラットフォームの利用等）や招集通知等の英訳は行っておりません。今後その比率が相応に増加した場合には、これらの対応を進めてまい
ります。

【補充原則3-1-2　情報開示の充実】

現在、当社の株主構成における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、 開示文書等の英訳は行っておりません。今後その比率が相応

に増加した場合には、英語での情報の開示・提供を進めてまいります。

【補充原則4-2-1　取締役会の役割・責務(2)】

当社の役員報酬における賞与部分は、業績に応じて一定の範囲で変動する対応表に基づき決定されており、適切なインセンティブ付けはなされ
ているものと考えております。現状、役員持株会の制度はありますが、自社株報酬については、今後の動向も踏まえ検討してまいります。

【補充原則4-10-1　任意の仕組みの活用】

当社では独立社外取締役を２名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重
要な事項に関する検討にあたりましては、独立社外取締役からの適切な関与・助言が得られるよう、さらなる実効性の高い仕組みについて検討し
てまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4　いわゆる政策保有株式】

(1)政策保有に関する方針

当社は、営業上の取引関係の維持・強化、提携関係の維持・発展、事業活動の円滑な推進等を通じた当社の中長期的な企業価値の向上を目的
に、いわゆる政策保有株式（当社関係会社株式以外のすべての株式）を保有しております。また、この政策保有株式については、毎年定期的に取
締役会において、保有意義に加えて投資先企業の業績や財務体質等を評価し、保有の合理性を検証しております。

(2)政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための基準

政策保有株式に係る議決権の行使については、当社の各責任部門が投資先企業の株主総会議案の内容を精査し、当社および投資先企業の企
業価値の向上に寄与するか否かを総合的に判断し、適切に議決権を行使しております。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社と取締役との取引（間接取引を含む。）については、利益相反取引に該当する場合には、法令および社則である「取締役会規程」に基づき、取
締役会での承認と報告を行うこととしております。また、当社では各取締役に自己申告させる形で利益相反取引の有無につき毎年チェックを行っ
ており、取締役会において、いずれの取引も会社に損害を与えるものではないことを確認しております。

また、当社と監査役との間の取引につきましても、該当がある場合には上記の取締役との取引に準じた手続きとしております。

上記各取引につきましては、法令に従い、取引の重要性や性質に応じて適切に開示しております。

「主要株主等」につきまして、主要取引品目である合金鉄をはじめ、その販売価格の決定に至る方法につきましては、他の一般の取引先との間の
それと異なるところはございません。

【原則3-1　情報開示の充実】

(1)経営理念

当社では、以下のとおり経営理念を策定しております。



「経営理念」

他社を差異化する製品および技術・サービスを開発提供し、企業価値を高め、豊かな社会の創造に貢献する。

当社ホームページでも、当社代表取締役社長よりご説明しておりますので、ご参照ください。

URL http://www.nippondenko.co.jp/company/greeting.html

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書I-1.「基本的な考え方」をご参照ください。

(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

a.報酬の決定方針

当社の役員報酬につきましては、株主総会において報酬総額を決議しております。各人の報酬は、役職毎に定められた月例報酬と前事業年度の
業績等を考慮して支給される賞与から構成されております。なお、当社は平成20年３月をもって、取締役および監査役に係わる退職慰労金制度を
廃止しております。

b.報酬の決定手続

各取締役の報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基準に基づき決定いたします。

(4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

a.経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名方針

当社の役員体制につきましては、当社グループ事業の内容や対処すべき課題等を踏まえ、また当社連結経営の遂行にあたり、中長期的な企業
価値の向上という観点も踏まえた最適な役員体制とすべく、取締役会が、個々の経験・識見等を考慮したうえで審議し決定することとしておりま
す。

当社の取締役会は、当社の各事業についての専門能力・知見を有する社内出身の取締役と、多様な事業等の経験や知識、高い専門性や見識お
よび中立で客観的な視点を有する複数の社外取締役により構成することでその多様性とバランスを実現するとともに、経営環境の変化に応じた機
動的な意思決定と実効性のあるコーポレート・ガバナンスの仕組みを整えるため、現行の規模が適正であると考えております。

b.経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名手続

(a)経営陣幹部の選定並びに取締役候補者および監査役候補者の指名に関しては、代表取締役社長、人事担当取締役等で協議を行い、取締役
会に付議する候補者の案を作成することとしております。

(b)取締役候補者は、上記(a)の案から、能力、資質、リーダーシップ、およびこれまでの業務実績等を総合的に勘案し、取締役会において決定しま
す。

(c)監査役候補者は、上記(a)の案から、能力、資質、およびこれまでの業務実績等を踏まえ、公平不偏性や独立性、任命後の監査役会の構成等
を総合的に勘案し、少なくとも１名は財務および会計に関する適切な知見を有している者を、事前に監査役会の同意を得たうえで取締役会におい
て決定します。

(d)経営陣幹部は、上記(a)の手続を経たうえで、取締役会において選定されます。

(5)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

取締役・監査役候補者の指名、経営陣幹部の選定につきましては、「株主総会招集ご通知」の参考書類や「有価証券報告書」に個々人の略歴を
記載し、また、役員の役職や委嘱業務に変更ある場合はその都度プレスリリースを行うことで、個々の指名・選定についての説明を行っておりま
す。

【補充原則4-1-1　取締役会の役割・責務(1)】

当社取締役会は、法令、定款および取締役会規程にて取締役会決議事項とされているもの以外の事項については、決裁権限規程に要件等を詳
細に定めたうえで、代表取締役社長をはじめとする業務執行取締役および執行役員にその決定を委任し、定期的にその報告を受け監督を行って
おります。

なお、当社は、意思決定の迅速化による経営の効率性の向上と責任の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社が独立社外取締役を選任する際の独立性に関する基準または方針につきましては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にし
ております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことも選任基準のひとつと考えております。

【補充原則4-11-1　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社の取締役会は、当社の各事業についての専門能力・知見を有する社内出身の取締役と、多様な事業等の経験や知識、高い専門性や見識お
よび中立で客観的な視点を有する複数の社外取締役により構成することでその多様性とバランスを実現するとともに、経営環境の変化に応じた機
動的な意思決定と実効性のあるコーポレート・ガバナンスの仕組みを整えるため、現行の規模が適正であると考えております。

【補充原則4-11-2　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

当社は、取締役・監査役候補の決定にあたり、他の上場会社の役員との兼任状況など、各候補者がその役割・責務を適切に果たすことができる
状況にあることを確認しております。取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況については、「株主総会招集ご通知」の参考書類等にお
いて、毎年開示を行っております。

URL http://www.nippondenko.co.jp/ir/meeting.html

【補充原則　4-11-3　取締役会の実効性評価】

当社は取締役会メンバーによる調査票の記入とその結果に基づく分析、および相互の意見交換により2016年度の取締役会の実効性につき取締
役会において評価を行いました。

その結果、取締役会の運営、決議・報告されている項目、審議時間はいずれも適切であることを確認しました。

また、社内外役員によるオープンで活発な議論が行われていること等により、総合的には当社取締役会の実効性は確保されていると評価しており
ます。

なお、調査票の作成、回収及び一部の分析にあたっては、外部機関を活用することでその透明性を高め、実効性を確保しております。

今後も毎年の評価を通じて、ガバナンスの向上に取り組んでまいりたいと存じます。



【補充原則4-14-2　取締役・監査役のトレーニング】

当社では、以下の方針を定めております。

(1)当社は、社内外を問わず、取締役および監査役の役割・責務や、職務を執行する上で必要な事項についての研修を行う。

(2)前項において、特に社外取締役・社外監査役については、就任に際して当社の経営理念・事業内容等についての説明を行うほか、就任後も、
当社事業への理解を促進することに努める。

(3)前二項の対応が適切にとられているか否かについて、取締役会は取締役による取締役会の実効性に関する評価を通じて確認する。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】

当社では、以下の方針を定めております。

(1)当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、株主との建設的な対話をさらに促進するよう努める。

(2)株主・投資家との対話全般については、総務部管掌取締役が統括し、総務部をはじめとする社内各部門が連携して情報を共有し、施策の充実
に努める。

(3)当社は、株主に対しては、株主総会における積極的な情報提供と丁寧な質疑応答、投資家に対しては、IR説明会や個別のスモールミーティン
グ等を通じて、各々対話の充実に取り組む。

(4)当社は、株主および投資家から得られた意見等は、必要に応じ適時適切に取締役会にフィードバックする体制を整える。

(5)当社は、株主との対話にあたっては、インサイダー情報の漏洩防止の体制を整える。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

新日鐵住金株式会社 30,314,480 20.66

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4,708,906 3.21

株式会社みずほ銀行 4,000,000 2.73

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,252,100 2.22

ＣＢＮＹ　ＤＦＡ　ＩＮＴＬ　ＳＭＡＬＬ　ＣＡＰ　ＶＡＬＵＥ　ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ 2,802,360 1.91

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,574,200 1.75

日鉄鉱業株式会社 2,100,000 1.43

資産管理サービス信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ信託銀行口 1,728,000 1.18

住友商事株式会社 1,712,400 1.17

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,613,500 1.10

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社から平成28年10月21日付で提出さ
れた大量保有報告書(変更報告書)により、平成28年10月14日時点で以下の株式を所有している旨の報告を受けております。なお、当社としては
株式会社みずほ銀行以外については、平成28年12月31日時点における実質所有株式数の確認はできておりません。

大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

【氏名又は名称 （所有株式数、発行済株式総数に対する所有株式数の割合）】

株式会社みずほ銀行（4,000千株、2.73%）

みずほ信託銀行株式会社（2,978千株、2.03%）

アセットマネジメントOne株式会社（3,596千株、2.45%）

＜合計（10,574千株、7.21%）＞

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 鉄鋼

直前事業年度末における（連結）従業員

数
500人以上1000人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

一木剛太郎 弁護士

細井和昭 公認会計士

安西浩一郎 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

一木剛太郎 ○ 宏和法律事務所　弁護士

同氏の弁護士として長年培われた豊富な経験
及び見識を当社の経営に活かしていただける
ものと判断し取締役に就任していただいており
ます。また、同氏は現在及び過去において当社
の主要株主や主要取引先の業務執行者では
ない等、東京証券取引所の定める独立性に関
する判断基準を満足しており、当社及び当社の
経営者との直接の利害関係はございません。
従って、当社及び当社の経営者からコントロー
ルを受ける立場になく独立性が確保されてお
り、一般株主との利益相反が生じることはあり
ません。



細井和昭 ○ 細井会計事務所　代表

同氏の公認会計士及び税理士として長年培わ
れた豊富な財務・会計の経験及び見識を当社
の経営に活かしていただけると判断し取締役に
就任していただいております。また、同氏は現
在及び過去において当社の主要株主や主要取
引先の業務執行者ではない等、東京証券取引
所の定める独立性に関する判断基準を満足し
ており、当社及び当社の経営者との直接の利
害関係はございません。従って、当社及び当社
の経営者からコントロールを受ける立場になく
独立性が確保されており、一般株主との利益
相反が生じることはありません。

安西浩一郎 　 ―――

新日鐵住金株式会社の業務執行者であり、同
氏の専門的知識やこれまでの豊富な経験と幅
広い見識を当社の経営に活かしていただける
ものと判断し取締役に就任していただいており
ます。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人（新日本有限責任監査法人）から監査方針、監査計画、監査方法及び監査結果などの報告を定期的（四半期ごと）に受け、

その内容につき質疑応答、意見交換を実施しております。

また、監査役は内部統制部から内部監査結果などの報告を受けるとともに、監査計画、監査内容についての意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

堀本国男 他の会社の出身者 △ △

柳沢充夫 他の会社の出身者 △ △

青木良夫 公認会計士

野原誠 他の会社の出身者 ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）



k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

堀本国男 　 ―――

新日本製鐵株式会社（現、新日鐵住金株式会
社）、新日鉄エンジニアリング株式会社、東京
製鋼株式会社、及び日鉄住金テックスエンジ株
式会社の出身であり、同氏の財務・会計に関す
る知見やこれまでの豊富な経験と幅広い見識
を当社の監査に活かせるものと判断し監査役
に就任していただいております。

柳沢充夫 　 ―――

新日本製鐵株式会社（現、新日鐵住金株式会
社）及びＮＳソーラーマテリアル株式会社の出
身であり、幅広い見識と他社における豊富な経
験を当社の監査に活かせるものと判断し監査
役に就任していただいております。

青木良夫 ○ 公認会計士 青木良夫事務所　所長

同氏の公認会計士として長年培われた豊富な
財務・会計の経験及び見識を当社の監査に活
かしていただけると判断し監査役に就任してい
ただいております。また、同氏は現在及び過去
において当社の主要株主や主要取引先の業
務執行者ではない等、東京証券取引所の定め
る独立性に関する判断基準を満足しており、当
社及び当社の経営者との直接の利害関係はご
ざいません。従って、当社及び当社の経営者か
らコントロールを受ける立場になく独立性が確
保されており、一般株主との利益相反が生じる
ことはありません。

野原誠 　 ―――

新日鐵住金株式会社の業務執行者であり、同
氏の専門的知識やこれまでの豊富な経験と幅
広い見識を当社の監査に活かしていただける
ものと判断し監査役に就任していただいており
ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

平成20年3月開催の定時株主総会の決議をもって、役員に対する退職慰労金制度を廃止し、役員賞与も含め業績を反映した報酬体系に一本化
することといたしました。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

取締役（社外取締役を除く）の年間報酬等　9名　211百万円、監査役（社外監査役を除く）の年間報酬等　1名　2百万円、　社外役員の年間報酬
等　4名　36百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

本報告書のI-1【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則3-1　情報開示の充実】の「（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報
酬を決定するに当たっての方針と手続」に記載しておりますので、ご参照ください。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

(1)各社外監査役には、月次に開催される経営会議において業務執行状況についての報告をするとともに、取締役会での審議、報告事項につき資
料配布、説明を適宜行っております。

(2)総務部が取締役会事務局および監査役会事務局として、社外取締役および社外監査役への諸連絡、日程調整、資料配布など、社外取締役お
よび社外監査役と社内の連絡や調整の機能を果たしており、必要な情報が確実に伝達がなされる仕組みを整備しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要、考え方につきましては、本報告書のI-1「基本的な考え方」に記載しております。

業務執行、監査・監督、指名・報酬決定等の機能に係る以下の補足説明及び末尾の模式図と併せてご参照ください。

(1)業務執行

当社は、法令、定款および取締役会規程にて取締役会決議事項とされているものをはじめとする重要な業務執行の決定については、取締役会に
おいて行っております。

また、経営に関する重要方針、重要事項について協議をすることを目的に社長、関係役員、常勤監査役等で構成される経営方針会議を適宜開催
する体制としております。

なお、取締役会から代表取締役社長をはじめとする業務執行取締役および執行役員への委任の範囲については、本報告書のI-1【コーポレートガ
バナンス・コードの各原則に基づく開示】【補充原則4-1-1　取締役会の役割・責務(1)】に記載しておりますので、ご参照ください。

(2)監査・監督

a.取締役会による監督

当社は、取締役９名（うち社外取締役３名）で構成される取締役会が経営全般に関する重要な意思決定を行うとともに業務執行全体を監督してお
ります。

多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図ることを目的に、平成29年３月30日開催の第117回定
時株主総会において独立社外取締役２名を選任しております。独立性のある社外取締役による経営の監督機能の強化を図ることによりコーポ
レート・ガバナンスの充実をより一層実現できると考えております。

また、職務を遂行するに当たり、その期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、当社は、取締役（業務執行取締役又は支配
人その他の使用人であるものを除く）との間において、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を
限度とする旨の契約を締結しております。

b.監査役監査

監査役会は、適正な企業統治体制に基づく当社グループ全体の健全な発展を確保すべく、取締役の経営活動とガバナンスの運営状況を中立
的、公正な観点から監視しております。

監査役会は、現在、監査役４名で構成されており、４名全てが社外監査役であり、その内１名は独立役員として東京証券取引所に届出をしており
ます。

各監査役は、取締役会が経営判断原則に基づいた意思決定をしているかという観点からの監査をするのみならず、豊富な業務経験、職歴、専門
性を踏まえた広範かつ多面的な助言、問題提起をしております。

また、職務を遂行するに当たり、その期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、当社は、監査役との間において、会社法第
423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。

なお、監査役および監査役会の体制については、本報告書のII-3「現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由」に記載しております
ので、ご参照ください。

c.会計監査

当社は、新日本有限責任監査法人との間で、監査契約を締結し、会社法、金融商品取引法等に基づく監査を受けております。当社の会計監査を
執行する公認会計士の当社に係る継続監査年数は７年以下であります。監査業務にかかる補助者は、公認会計士27名、その他監査従事者24名
により構成されております。なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はあり
ません。

d.内部監査

当社は、内部監査の独立性確保のため、被監査部門から独立した内部統制部を設置しております。内部統制部は、当社およびグループ会社の経
営活動全般にわたる管理、運営制度および業務執行状況を合法性、合理性およびリスク管理の観点から検討、評価するとともに、情報提供、改
善、合理化提言を実施しております。

(3)指名・報酬決定

本報告書のI-1【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則3-1　情報開示の充実】の「（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報
酬を決定するに当たっての方針と手続」および「(4)取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」に
記載しておりますので、ご参照ください。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、当社事業に精通した業務執行取締役を中心とした取締役会が、重要な業務執行の決定および各取締役による職務執行の監督を行うとと
もに、法的に強い監査権を有する監査役が、公正不偏の態度および独立の立場から、取締役の職務執行を監査し経営の監督機能の充実を図る
体制が、当社の経営の効率性と公正性の確保に資すると判断し、監査役会設置会社を採用しております。

また、当社は、取締役９名（うち社外取締役３名）で構成される取締役会が経営全般に関する重要な意思決定を行うとともに業務執行全体を監督
しております。

多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図ることを目的に、平成29年３月30日開催の第117回定
時株主総会において独立社外取締役２名を選任しております。独立性のある社外取締役および社外監査役による経営の監督・監視機能の強化
を図ることによりコーポレート・ガバナンスの充実をより一層実現できると考えております。

さらに、当社の監査役体制は以下の点から経営の監視機能面にて中立性、客観性を十分に保持しており、株主から託された適正な企業統治体制
を確立しているため、監査役設置会社として適正なガバナンス体制を構築、有効に運用し、経営監視の実効性を確保しております。

(1)監査役および監査役会は、その役割と責務を果たすにあたり、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的立場から適切な判断を行っ
ております。

(2)監査役は、監査業務の遂行にあたり、会社の透明公正な意思決定を担保するとともに、会社の迅速果敢な意思決定が可能となる環境整備に
努め、自らの守備範囲を過度に狭く捉えることなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会においてあるいは経営陣に対して適切に意見を述
べております。

(3)監査役会は、会社法の趣旨を踏まえ、社外監査役のもつ強固な独立性と常勤監査役のもつ高度な情報収集力とを有機的に組み合わせてその
実効性を高めております。

(4)監査役会は、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化をはかることができるよう、必要に応じ監査役会や代表取締
役社長との定期会議の場などに社外取締役の参加を認めるとともに、常勤監査役は、入手した必要な情報について共有化に努めるなど、社外取
締役との連携を確保しております。

(5)監査役候補者の指名は、能力、資質、これまでの業務実績等を踏まえ、公平不偏性や独立性、任命後の監査役会の構成等を総合的に勘案
し、監査役会の同意を経て、取締役会が決定しております。

(6)取締役会は、前項の決定にあたっては、監査役について、少なくとも１名は財務および会計に関する適切な知見を有している者となることに留
意しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
第116回（平成27年12月期）定時株主総会より、法定期限（株主総会の２週間前）に先立っ
て、「株主総会招集ご通知」を発送しております。

その他
早期情報開示の観点から、「株主総会招集ご通知」の発送に先立って、当社および東京
証券取引所のウェブサイトにその内容を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回（決算、第2四半期）ＩＲ説明会を開催 あり

IR資料のホームページ掲載 ＩＲ資料、決算短信、その他開示資料を掲載

IRに関する部署（担当者）の設置
株主・投資家との対話全般については、総務部管掌取締役が統括し、総務部
をはじめとする社内各部門が連携して情報を共有し、施策の充実に努めており
ます。

その他 証券アナリスト、機関投資家個別にスモールミーティングを開催

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「経営理念」、「新日本電工グループ企業行動憲章」、「新日本電工グループ社員行動指
針」において、当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出が、従業員、顧
客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提
供や貢献の結果であることを十分に認識して、これらステークホルダーとの適切な協働に
努めることなど、ステークホルダーの立場の尊重について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
事業活動を通じて環境保全に努めることを、当社の果たすべき社会的責任のひとつとして
認識し、工業排水処理、再生可能エネルギーを利用した発電、および電気炉による産業廃
棄物処理等の環境に配慮した事業に取り組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ホームページ等を活用したタイムリーかつ正確な情報開示を推進しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、企業倫理の確立と国内外の法及びその精神を遵守し、良い企業市民として信頼を得るために、新日本電工グループ企業行動
憲章及び社員行動指針を制定しております。常設の「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンス活動の全社的推進を図るとともに、照会・通報
の窓口となり、違法行為があった場合の早期発見と是正に取り組んでおります。

（内部統制システムの整備の状況）

当社は、業務の適正を確保するための体制として、取締役会において「内部統制基本方針」を以下のとおり決議しております。

当社は、経営理念、新日本電工グループ企業行動憲章に基づき、企業価値と企業倫理の向上を図りつつ、社会から信頼される企業の実現を目
指す。その目的のもと、法令・定款・社内諸規程の遵守を徹底し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、以下の体制により
内部統制を遂行する。

リスク管理を含む内部統制全般を統括・推進する組織として内部統制委員会とその事務局として内部統制部を設置し、通常時の分析や対応策の
検討を行う。

内部統制部は各組織及び各子会社との間で情報を共有し、新日本電工グループ全体の内部統制システム水準の維持・向上を図るために活動を
行う。

当社の内部統制基本方針は以下の通りとする。

(1) 当社の取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制＜取締役の法令遵守体制＞

取締役会は、取締役会規程の下、経営上の重要な事項の決定を行い、報告を受ける。

取締役は、取締役会における決定事項に基づき業務分担に応じ職務執行を行い、取締役会に報告する。　

(2)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制＜情報管理体制＞

取締役の職務執行上の各種情報について、情報管理に関する規程に基づき、情報管理を徹底するとともに、文書管理に関する規程を整備し、文
書又は電磁的媒体により、適切に記録・保存する。

また、取締役及び監査役が、これらの情報・文書等を常時閲覧できる体制とする。

(3)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制＜リスク・危機管理体制＞

多大な損失が予想される経営危機が発生した場合には、直ちに、危機管理本部を設置し、迅速に必要な対応を行う。

各組織長は、自組織における事業上のリスクの把握・評価を行い、社内規程において定められた権限・責任に基づき業務を遂行する。

安全衛生、環境・防災、情報管理、知的財産管理、品質管理、購買管理、財務報告の信頼性等に関する各リスクについては、本社職能組織が全
社横断的観点から規程等を整備し、各組織に周知する。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制＜職務の効率性確保体制＞

取締役は、取締役、使用人が共有する全社的な基本方針、数値目標を中期経営計画として定め、新日本電工グループ全体にその徹底を図るとと
もに、各組織ごとの業績目標についての半期ごとの総括・見直しに加え、期中にも経過実績の反復したレビューを行い、機動的な対応を追加する
など、効率的な業務執行を図る。

予算編成、設備投資を含めた投融資等は該当する委員会及び経営会議の審議を経て、取締役会において執行決議を行う。

取締役会等での決定に基づく業務執行は、社内規程に基づき、各執行役員、各組織長等が行う。

(5)当社の使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制＜使用人の法令遵守体制＞

新日本電工グループ企業行動憲章、社員行動指針を定め、グループ企業倫理の向上と法令・定款・社内諸規程の遵守についての更なる徹底を
図る。

また、コンプライアンスに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置・運用する。

各組織長は、自組織の業務について、法令及び規程の遵守・徹底を図り、法令違反行為の未然防止に努める。社員は、法令及び規程を遵守し、
適正に職務を行う義務を負う。

内部統制部のモニタリング活動を通し、業務の効率性と不祥事発生のリスクの点検を行う。

内部統制部は、監査結果を必要に応じ取締役会及び内部統制委員会に報告する。

(6)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制＜企業集団の管理体制＞

当社及び各子会社は、当社経営理念に基づき、各社の事業特性を踏まえつつ、事業戦略を共有し、当社及び子会社からなる企業集団一体となっ
た経営を行うとともに、業務運営方針等を社員に対し周知・徹底する。

当社は、子会社の管理に関して関係会社管理規程等において基本的なルールを定め、その適切な運用を図る。

当社は、各子会社に取締役・監査役を派遣し監督または監査を行うほか、内部統制部を通じ各子会社に対し定期的に内部監査を行う。

各子会社は、自律的内部統制を基本とした内部統制システムを構築・整備するとともに、当社との情報の共有化等を行い、内部統制に関する施
策の充実を図る。

当社主管組織は、各子会社の内部統制の状況を確認するとともに、必要に応じ改善のための支援を行う。

内部統制部は、当社及び子会社からなる企業集団全体の内部統制の状況を把握・評価するとともに、主管組織及び各子会社に対し、指導・助言
を行う。

これに基づく具体的な体制は以下の通りとする。

イ) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社主管組織は、各子会社における事業計画、重要な事業方針、決算等、当社の連結経営上又は各子会社の経営上の重要事項について、各子
会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。

ロ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社主管組織は、各子会社におけるリスク管理状況につき、各子会社に対し報告を求め、助言等を行う。

ハ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社主管組織は、各子会社の業績評価を行うとともに、マネジメントに関する支援を行う。



ニ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社主管組織は、各子会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況につき、各子会社に対し報告を求めるとともに、必要な支援・助言
等を行う。また、各子会社における法令違反のおそれのある行為・事実について、各子会社に対し報告を求めるとともに、すみやかに内部統制部
に報告する。

(7)当社の監査役の監査に関する事項

当社は、監査役が当社の全ての重要な会議、委員会に出席し、また、当社社長との定期的な意見交換を行うことを確保するとともに、監査役が、
子会社の取締役及び使用人等から直接報告を受け、また、社内の情報・文書等は常時閲覧できるよう体制を整備する。

当社の取締役、執行役員、組織長及びその他の使用人等は、職務執行の状況、経営に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適
時・適切に当社の監査役又は監査役会に直接又は内部統制部を通じて報告するとともに、内部統制システムの運用状況等の経営上の重要事項
についても、取締役会、経営会議、内部統制委員会等において報告し、当社の監査役と情報を共有する。

各子会社の取締役、監査役、使用人等は、自社における職務執行の状況、経営に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適時・適
切に当社の監査役又は監査役会に直接又は当社主管組織あるいは内部統制部を通じて報告する。

当社及び子会社は、これらの報告をした者に対し、報告したことを理由とする不利な取扱いを行わない。

内部統制部は、当社の監査役と定期的に又は必要の都度、内部統制システムの運用状況等に関する意見交換を行う等、連携を図る。また、内部
通報制度の運用状況について当社の監査役に報告する。

当社の監査役の職務を補助するため、監査役事務局を設置し、総務部がこれに当たる。

事務局員の取締役からの独立性、実効性を確保するため、監査役の指示の下で業務を行うほか、事務局員の人事異動・評価等について、当社
人事部長は監査役とも協議する。

当社は、当社の監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上する。また、監査役が緊急又は臨時に支出した費用については、事後、監
査役の償還請求に応じる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力及び団体とは断固として対決する旨等、新日本電工グループ企業行動憲章や社
員行動指針等において明確に規定し、これを遵守しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

会社法施行規則第118条第３号に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」の概要は以下の通りで

す。

（1）　基本方針の内容

　

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先の課題と考え、その実現に日々努めております。従いまして、当社

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信

頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う買

付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、明らかに濫用目的によるものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要す

るおそれのあるもの等、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすもの、対象会社の取締役や株主が

買付けの条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な情報や時間を提供しないもの等、不適切なも
のも少なくありません。このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であ
り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模な買付等に対し、これを抑止するための枠組みが必要不可欠と考えます。

（2）　会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるため
の取組みとして、役員・社員一丸となって次の施策に取り組んでおります。これらの取組みは、上記の会社の支配に関する基本方針の実現にも資
するものと考えております。

経営基盤強化による企業価値向上への取組み

これまでに新日本電工と中央電気工業が築き上げてきた経営資源を最大限に活用して、収益力・競争力の強化に結び付けてまいります。両社の
叡智を結集し、総合力を高め更なる飛躍を目指してまいります。

イ）　「４　ＣＯＲＥＳ　ｂｙ　１」

当社は2018年１月１日に中央電気工業と完全統合を達成する予定。

これまでの「合金鉄」と「機能材料」２コアに、今後は「環境」と「電力」を新たなコアとして加え、より強固な安定収益体制の構築を目指す。

ロ）　激しいビジネス環境の変化やグローバル化に対応できる人材の育成に力を注ぎ、環境の変化にしなやかに対応できる効率的で活力ある組
織を構築する。

当社グループは、コーポレートガバナンス及びリスク管理運営を強化し、株主や顧客の皆様からの信頼に応えられるよう努めてまいります。また、
企業価値の更なる向上のため、選択と集中による経営資源の最適配分の観点から事業ポートフォリオの再構築を進め、完全統合により、経営効
率をより一層高めてまいります。

(不正行為の再発防止)

当社の持分法適用非連結子会社（持分比率100％）であるＮＤリサイクル株式会社（大韓民国）において発生した現地幹部従業員の不正行為につ
きましては、その要因を十分分析のうえ、再発防止策を検討してまいります。

コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化による企業価値向上への取組み

詳細については、当社の第117期（自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日）有価証券報告書の「第４ 提出会社の状況 ６コーポレート・ガバ

ナンスの状況等」をご参照ください。

（3）　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組み

当社は、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価
値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして、平成29年２月２日開催の当社取締役会において、「当社株式の大規模買
付行為への対応策」（以下「本プラン」といいます。）の継続を決議し、平成29年３月30日開催の第117回定時株主総会（以下「本株主総会」といい
ます。）において、本プランの継続について承認を得ております。

本プランの対象となる当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付
行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を「大規模買
付者」といいます。

本プランにおける、大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）は、（イ）
事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、（ロ）必要情報の提供完了後、対価を現金のみとする公開買付けに
よる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、又はその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価・検討等の取締
役会評価期間として設定し、取締役会評価期間、また株主検討期間を設ける場合は取締役会評価期間と株主検討期間が経過した後に大規模買
付行為を開始する、というものです。

本プランにおいては、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。
但し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても当該大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社
の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断する場合には、必要かつ相当な範囲で新株予約権の無償割当等、会社法その他の法
律および当社定款が認める検討可能な対抗措置を講じることがあります。



このように対抗措置を講じる場合、その判断の客観性及び合理性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、当社の業務執行を
行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役または社外有識者から選任された委員で構成する独立委員会に対して対抗措置の発動の
是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非について、取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措
置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

なお、本プランの有効期限は平成32年３月までに終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。本プラン
は、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、

（イ）当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合

（ロ）当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合

には、その時点で廃止されるものとします。

継続後の本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページをご参照ください。

（4）　本プランが、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を

目的とするものではないことについて

本プランは、

（イ）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

（ロ）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

（ハ）株主意思を反映するものであること

（ニ）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

（ホ）デッドハンド型やスローハンド型ではないこと

等の理由から、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社経営陣の地位
の維持を目的とするものではないと考えております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（1）　適時開示の担当部署

当社は、経営の透明性を高め、会社情報を迅速、正確かつ公平に提供するために、適時、適切な開示を行なうことを基本姿勢としております。適

時開示すべき情報の取扱部署等は以下のとおりであります。

（イ）情報の集約・管理は総務部が行なう。

（ロ）適時開示情報か否かの検討と判断は、総務部が経理部、人事部、当該案件担当部等と協議の上、有価証券上場規程等に則り行なう。

（ハ）会社情報の適時開示は情報取扱責任者である総務担当役員の指揮のもとに、総務部が担当する。

（2）　会社情報の適時開示に関わる社内体制

（イ）決定事実

有価証券上場規程等に定められている決定事実に該当する適時開示事項について、取締役会決議などを経て、速やかに総務部が適時開示を

行なう。

（ロ）発生事実

総務部が情報を一元管理し、各担当部門、事業所及び各関係会社と連携し情報の収集に努め、有価証券上場規程等に則り、損益に影響を与え

るなど適時開示が必要と判断した場合には、取締役会決議などを経て、速やかに総務部が適時開示を行なう。

（ハ）決算に関する情報

経理部が中心となり決算値、予想値などを作成し、取締役会決議などを経て、有価証券上場規程等に則り速やかに総務部が適時開示を行なう。
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経 理 部 各 部 門 総 務 部 

決定事実・発生事実・決算に関する情報 

（子会社に関する情報を含む） 

経営会議 

経営方針会議 

取 締 役 会 

代表取締役

社   長

総 務 部（開示担当部門） 

開
示
の
要
否
・
内
容
に
関
す
る
協
議 

適
時
開
示 

TDnetなどで開示 

金融商品取引所 


